
船舶事故調査報告書 

令和６年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和５年８月１２日 １６時４０分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市夷隅
い す み

川河口付近 

 太
たい

東
とう

埼灯台から真方位１９１°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１７.７′ 東経１４０°２４.６′） 

事故の概要  水上オートバイMarin
マ リ ン

は、遊走中、船長が負傷した。 

事故調査の経過 令和５年８月２５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ Marin、０.２トン 

２３０－５７１００千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、特殊小型 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船体前部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２～３ｍ、潮汐 下げ潮の初期、海水温度 約２７℃ 

いすみ市には、令和５年８月７日０４時０８分に波浪注意報が発表

され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を後部座席に乗せ、夷

隅川の江東橋上流側にあるマリーナから下流に向けて遊走中、船長

が、ふだんより河口付近の波が高いものの、河口付近を通過する仲間

の水上オートバイを見て、減速すれば安全に航行できると思い、低速

力で河口付近を航行していた。 

船長は、船首方から波高約２～３ｍの波を受けて船首が持ち上が

り、同乗者と共に体勢を崩して船尾側に落水した。 

 船長は、河口の中央付近で、また、同乗者は、河口北側の消波ブロ

ックに流れ着いたところで、他の水上オートバイにそれぞれ救助され

てマリーナに運ばれた。 

船長は、本船から滑り落ちたときに両足を船体に擦り、両足に切創

等を負った。 

 本船は、仲間の水上オートバイにえい
．．

航された。 

船長は、本事故当日、マリーナの職員から河口付近の波が高いの

で、河口付近より沖に行かないように注意を受けていた。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

千葉県の夷隅川水域利用調整会議が策定した「夷隅川下流水域利用

ルール」においては、河口付近では、三角波が発生するので、滞留せ

ずに速やかに航行するよう記載されている。 



分析 本船は、波浪注意報が発表された状況下、夷隅川で遊走中、船長

が、ふだんより河口付近の波が高いものの、減速すれば安全に航行で

きると思い、河口付近を航行したことから、船首方から波高約２～３

ｍの波を受けて船首部が持ち上がり、船長及び同乗者が船尾側に滑り

落ち、船長が両足を船体に擦って負傷したものと考えられる。 

原因 

 

本事故は、波浪注意報が発表された状況下、本船が夷隅川で遊走

中、船長が、ふだんより河口の波が高いものの、減速すれば航行でき

ると思い、河口付近を航行したため、船首方から波高約２～３ｍの波

を受けて船首部が持ち上がり、船長及び同乗者が船尾側に滑り落ち、

船長が両足を船体に擦ったことにより発生したとものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、波浪注意報が発表された状況下、河口

付近では高い波が立ちやすいので接近しないこと。 

 


